
 

第 ２ ８ 回 所 沢 市 開 発 審 査 会 

会 議 録 

 

令和４年５月２０日 

 



 

会 議 録 

 

会議の名称 第２８回 所沢市開発審査会 

開催日時 
令和４年５月２０日（金） 

 午前１０時０５分から午前１１時２０分まで 

開催場所 市庁舎 低層棟２階 ２０１会議室 

出席者の氏名 

会長 志摩 勇（法律分野） 

委員 神山 喜久男（経済分野）  

栗原 洋（経済分野）  

矢嶋 賢一（行政・建築分野） 

欠席者の氏名 齊藤 祐子（建築分野） 

説明者の職・氏名 
主任 正月 貴志 

主任 岡本 怜 

議題 

１ 会長の選出、会長職務代理者の指名 

 

２ 議案第８１号 市街化調整区域における障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく「障害者支援施設（施設入所支援、生

活介護等）」の建築を目的とする開発行為につ

いて 

 

３ 議案第８２号 市街化調整区域における障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律

に基づく「障害者支援施設（施設入所支援、生

活介護等）」の建築を目的とする開発行為につ

いて 

会議資料 

① 第２８回所沢市開発審査会次第 

② 所沢市開発審査会委員名簿 

③ 所沢市開発審査会条例 

④ 所沢市開発審査会運営要領 

⑤ 第２８回所沢市開発審査会（議案・資料） 

担当部課名 

埜澤街づくり計画部長 

畑中街づくり計画部次長 

開発指導課 

 河口開発指導課長、樋口主幹、西潟主査、塚原主任 

森田主任、正月主任、岡本主任 

（事務局）街づくり計画部開発指導課   電話 04-2998-9379 



 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正月主任 

 

 

 

神山委員 

 

 

正月主任 

 

 

 

神山委員 

 

 

栗原委員 

 

 

 

正月主任 

 

 

 

栗原委員 

 

 

 

 

開会  

開会にあたり、委員の紹介、審査会の会議成立の報告後、審議に

入った。 

 

 

議題１ 会長の選出、会長職務代理者の指名 

所沢市開発審査会条例第４条第１項の規定により会長を選出し

た。委員の互選により志摩委員が会長となる。 

会長の議事進行により、職務代理者に神山委員が指名され、議事

録の署名委員についても、齊藤委員が欠席のため、神山委員が指名

された。 

 

 

議題２ 議案第８１号 市街化調整区域における障害者の日常生 

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

「障害者支援施設（施設入所支援、生活介護等）」の建築 

を目的とする開発行為について 

 

資料に基づき説明する。 

 

【質疑応答】 

 

資料４ページにある療育手帳とは、どのような方がお持ちになる

のでしょうか。わかる範囲で教えてください。 

 

療育手帳は、知的障害者としての判定を受けた方に交付される手

帳です。手帳の区分につきましては、埼玉県では４段階ありまして、

障害の階級に応じて交付されています。 

 

わかりました。資料４ページを見ると療育手帳所持者数は増えて

いますね。 

 

建築とは直接関係ありませんが、いくつか質問させてください。 

２４時間職員は常駐しますか。職員の人数は何人でしょうか。また、

受け入れ予定人数は何人でしょうか。 

 

職員は２４時間常駐します。日中につきましては職員２５名、夜

間は２名で対応します。この施設の受け入れ予定人数は５０名で

す。 

 

この施設で何か事件が起きることがないように、指導をお願いし

ます。 

もう一つ、街路灯が与える農作物への影響（街路灯の明かりで農

作物に花が咲いてしまう）についても配慮をお願いします。 



 

 

正月主任 

 

矢嶋委員 

 

 

正月主任 

 

 

 

 

矢嶋委員 

 

 

正月主任 

 

 

 

矢嶋委員 

 

 

神山委員 

 

 

 

矢嶋委員 

 

栗原委員 

 

 

志摩会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡本主任 

 

 

わかりました。 

 

申請者は、所沢で３事業運営していると思いますが、いずれも市

街化調整区域ですか。建築の時期についても教えてください。 

 

すべて市街化調整区域です。今回の近接地である大樹の丘は、平

成２８年７月に開発審査会に付議し許可しています。大樹の郷、及

び、しもとみ大樹については、平成２２年１０月の開発審査会にお

いて許可しています。 

 

こういう施設は地域を限定しての入所なのでしょうか。どこに住

んでいる人でも入れるのでしょうか。 

 

地域を限定しての入所ではありません。埼玉県等から提供される

情報を参考にし、入所希望者の状態の程度等を鑑み、施設側が最終

的に決定することになっています。 

 

５０名の受け入れということなので、多くの方からニーズはある

のですね。 

 

都市計画法３４条の要件に該当している、市街化を促進する恐れ

がない、いろいろな障害を持つ方のための施設である、それらのこ

とを考慮して、許可相当と考えます。 

 

私も許可相当と考えます。 

 

障害者施設が密集しているように感じますが、許可相当と考えま

す。 

 

他にご質問がないということであれば、採決に入らせていただき

ます。この諮問の原案のとおり開発行為の許可が相当であるという

ことでよろしいでしょうか。 

  

【採決】 

委員全員の賛成により、許可が相当と認められた。 

 

 

 

議題３ 議案第８２号 市街化調整区域における障害者の日常生 

活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく 

「障害者支援施設（施設入所支援、生活介護等）」の建築 

を目的とする開発行為について 

 

資料に基づき説明する。 

 



 

 

 

矢嶋委員 

 

 

岡本主任 

 

 

矢嶋委員 

 

岡本主任 

 

神山委員 

 

 

 

 

 

 

 

志摩会長 

 

【質疑応答】 

 

申請者は、近隣にも同様の施設を運営しておりますが、今回の施

設の４事業を行うのは初めてではないということですか。 

 

はい。既に障害者支援施設を運営しており、事業の運営実績があ

る法人です。 

 

近隣の施設も同様の事業を行っているということですね。 

 

はい。そのとおりです。 

 

私の住んでいる地域でも、バスが停車して、親が児童の方を見 

送っているところを見かけます。この方たちが高齢になって、親亡

き後の障害者、身寄りのない障害者となったとき、この方たちをど

のように支援していくのかを考えていかなければならない時期に

なってきたのかと感じます。先程、諮問調書の各項目の説明をいた

だきましたが、私としては、第５次所沢市障害者支援計画を推進す

るためにも、許可が相当と考えております。 

 

他にご質問がないということであれば、採決に入らせていただき

ます。この諮問の原案のとおり開発行為の許可が相当であるという

ことでよろしいでしょうか。 

 

【採決】 

委員全員の賛成により、許可が相当と認められた。 

 

閉会 

 

 


